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航空脱炭素を取り巻く現状（排出量取引制度）について

令和８年３月５日
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成長志向型カーボンプライシング構想

【参考】成長志向型カーボンプライシング構想

令和６年９月３日
第1回カーボンプライシング専門WG 資料
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令和7年3月13日
第3回 航空機運航分野における
CO2削減に関する検討会 資料



改正GX推進法に基づく排出量取引制度の全体像
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令和7年7月2日 第1回 産業構造審議会 イノベーション・
環境分科会 排出量取引制度小委員会 資料 一部修正



「排出枠の割当方式検討小委員会」の設置について
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令和7年8月27日 交通政策審議会交通体系分科会環境部会 
第１回排出枠の割当方式検討小委員会 国土交通省説明資料

一部修正

◯ 令和７年５月に成立した改正GX推進法に基づき、令和８年度から本格稼働する排出量取引制度(ETS)におい
ては、各事業者に対する排出枠の割当方式として、ベンチマーク(BM)方式及びグランドファザリング(GF)方式を予定。

◯ このうち、BM方式については、業種ごとに個別にBMを定める必要があり、運輸部門の業種については、国土交通省
が主体となってBM指標等を設定。

◯ このため、ETSの対象となる運輸部門の業種のうち、BM方式を採用する事業分野（貨物自動車・国内航空・内航
海運を予定）に関するBM指標等、排出枠の割当方式について検討を行うため、交通政策審議会環境部会の下に
「排出枠の割当方式検討小委員会」を設置し、令和７年12月にベンチマーク指標案をとりまとめた。

排出枠の割当方式検討小委員会

【委員】

有村 俊秀 早稲田大学政治経済学術院 教授

髙村 ゆかり 東京大学未来ビジョン研究センター教授

二村 真理子 東京女子大学現代教養学部教授

屋井 鉄雄 東京科学大学特任教授

山内 弘隆 一橋大学名誉教授

      （敬称略・五十音順）

【オブザーバー】経済産業省、脱炭素成長型経済構造移行推進機構

検討スケジュール

○ 交政審交通体系分科会環境部会（令和７年８月５日）
・環境行動計画のフォローアップ
・排出枠の割当方式検討小委員会の設置

○ 第１回排出枠の割当方式検討小委員会（令和７年８月27日）
 ・運輸部門における排出量取引制度の論点整理
 ・ヒアリング （貨物自動車・国内航空）

○ 第２回排出枠の割当方式検討小委員会（令和７年11月４日）
 ・ヒアリング（内航海運）
 ・BM指標案等の提示

○ 第３回排出枠の割当方式検討小委員会（令和７年12月８日）
・BM指標案のとりまとめ



GX-ETSの排出枠の割当て

排出枠の割当量の決め方として、ベンチマークとグランドファザリングがあり、航空分野はベンチマークを採用予定

(航空分野はベンチマーク方式）

令和7年8月7日
第2回 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 
排出量取引制度小委員会 資料 一部修正
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ベンチマークとグランドファザリング



業種毎のBM水準の考え方
令和7年11月4日 交通政策審議会交通体系分科会環境部会 
第2回排出枠の割当方式検討小委員会 国土交通省説明資料

• 省エネ法等の取組を踏まえると、ある時点のトップランナー水準（上位15％程度）に業種全体とし
て到達するまでには、10年程度を要する。

• 基準年度における標準的な排出原単位を上位50％水準とすると、5年度の2030年度時点のBM
水準は、上位15％と50％の中間であると上位32.5%とすることが妥当ではないか。

• なお、2030年度より前の各年度のBM水準については、基準年度（上位50％）と2030年度（上
位32.5%）を線形補完して算出する。
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ベンチマーク方式を採用する事業分野等・ベンチマーク指標の考え方

事業分野 基準活動量（案） 事業活動範囲（案）

貨物自動車 輸送トンキロ* 貨物自動車運送事業（冷凍冷蔵便に係るものは除く）

国内航空 輸送トンキロ* 国内定期航空運送事業

内航海運 輸送トンキロ* 鋼材及びその原材料等に係る内航運送をする事業

ベンチマーク方式を採用する事業分野として、貨物自動車、国内航空、内航海運を予定
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■ベンチマーク方式を採用する事業分野等

*輸送トンキロの定義について（省エネ法より）
• 貨物自動車/内航海運：貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量の合計
• 国内航空：航空機を使用して有償で運送された旅客及び貨物の重量に輸送距離を乗じて得られる量の合計

ベンチマーク指標となる排出原単位については、分母（活動量）を輸送トン数×輸送距離、分子（排出
量）を輸送プロセスにおいて発生する排出量とする。

■ベンチマーク指標の考え方

ベンチマーク指標
（排出原単位指標）

＝
輸送の排出量

活動量(輸送トン数×輸送距離)(※)

（※）貨物自動車と内航海運においては、車両・船の種類及び輸送形態の差により生じる、各社の排出削
減努力によらない排出原単位の差を平準化するために、各社の車両・船の種類及び輸送形態を同じ
と仮定するための補正を行う。

令和7年12月8日 交通政策審議会交通体系分科会環境部会 
第3回排出枠の割当方式検討小委員会 国土交通省説明資料



割当量の算定方法
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■排出枠の割当量算定式

事業分野 割当量算定式（案）

貨物自動車

事業者Xの排出枠割当量

＝（目指すべき原単位）x Σ(輸送形態𝒊の活動量 x 輸送形態𝒊の補正係数※)

※路線便を基準として、集配便に設定
※冷凍冷蔵便に係るものを除く

国内航空
事業者Xの排出枠割当量

=（目指すべき原単位） x （基準活動量）

内航海運

事業者Xの排出枠割当量

=（目指すべき原単位）x Σ(船の種類𝒊の活動量 x 船の種類𝒊の補正係数※)

※一般貨物船を基準に、RORO船、ケミカルタンカーに設定

※今後の制度見直しの際に、補正係数についても見直しを検討する。

令和7年12月8日 交通政策審議会交通体系分科会環境部会 
第3回排出枠の割当方式検討小委員会 国土交通省説明資料
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活動量（累積）

国内航空分野

事業活動範囲 国内定期航空運送事業
GX推進法の制度対象者として想定される事業者が直接排出する二酸化炭素のうち、BM対象の事業活動の排出量が占める割合：100%

割当量の
算定式

割当量＝（目指すべき原単位） x （基準活動量）

基準活動量＝輸送トンキロ*
*輸送トンキロの定義について（省エネ法より）
国内航空：航空機を使用して有償で運送された旅客及び貨物の重量に輸送距離を乗じて得られる量の合計

ベンチマーク
指標の分布
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15.0%
32.5%

50.0%
67.5%

85.0%
（n ＝ ２２）

令和7年12月8日 交通政策審議会交通体系分科会環境部会 
第3回排出枠の割当方式検討小委員会 国土交通省説明資料



GX-ETSの対象（案）

（GX推進法における輸送能力の閾値）

• 二酸化炭素の直接排出量が前年度までの３カ年平均で10万トン以上の法人（単体）が対象。

• 輸送事業に係る排出量の算定に当たっては、貨物又は旅客の輸送能力がそれぞれ次の表の閾値以上である場
合には、閾値以上の輸送モードの事業活動に伴う二酸化炭素の排出量をカウントすることとする。

• （航空モードにおける閾値については、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法
律（昭和54年法律第49号。いわゆる「省エネ法」。）に定める閾値と同様の基準としている。）

モード区分
輸送能力の閾値

貨物 旅客

鉄道 • ３００両 • ３００両

自動車 • ２００台
• ２００台（バス）
• ３５０台（タクシー）

船舶 • 総船腹量２万トンかつ、保有船舶数40隻 • 総船腹量２万トンかつ、保有船舶数40隻

航空機 • 総最大離陸重量９千トン
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【参考】初年度の施行スケジュール（イメージ）
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令和６年12月19日
第5回カーボンプライシング専門WG 資料
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